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2023年の個人所得税確定に関する注目すべき問題

2023年の課税年度が終わりに近づき、企業は2024年4月1日(企業の場合)および2024年5月2日(個人の場合)ま
でに予定されているPIT確定の準備のために、年間を通じてPIT申告のコンプライアンス状況を振り返るのに
適切な時期です。

このアラートでは、デロイトベトナムは、企業が警戒を怠らず、コンプライアンス状況を強化するために
適切な行動をとるために、最近の税務調査の傾向に関連して、最終決定プロセス中に高い注意/考慮を必要
とする注目すべき問題をまとめたいと思います。

✓ 暫定的なPITファイリングが正しくないか、まったくない。

✓ 短期出張者のためのPIT申請(もしあれば)。

✓ 扶養家族の適格性審査

✓ 確定申告書の提出・納付事務

暫定的なPIT申告が正しくない、またはない

• 2020年12月5日に発効した政令126/2020/ND-
CPによると、暫定的なPIT負債に変更があっ
た場合、修正された暫定的なPIT申告書は、
誤った月/四半期の次の期間に提出する必要
があります。

• 多くの納税者が暫定的なPIT申告書を提出せ
ず (特に海外所得のある外国人の場合)、ま
たは誤った暫定的なPIT申告書を修正しない
が、毎年のPIT確定期間にすべての調整が含

まれていることを認識しています。過去に
は、このアプローチは税務当局によって一
貫して異議を唱えられ、罰則が課されてい
なかった可能性があります。しかし、最近
の税務調査を観察すると、このコンプライ
アンス違反の問題は、(暫定的なPIT申告書が
提出されていない場合)脱税と見なしても、

以前よりも積極的かつ厳格なアプローチで
税務当局によって対処されており、以下の
罰則制度が適用されます。

短期出張者のためのPIT申告(STBT)(もしあれば)

これは新しい問題ではありませんが、税務当局は現在、ベトナムで機能するSTBTのPIT申告に焦点を当てて
います。

✓ 地元企業が支払った事業費の場合: 課税所得として扱われます。

✓ 海外企業が支払った海外給与の場合: ベトナム源泉分について、個人税務申告による課税対象となりま

す。海外の給与データが提供されない場合、ベトナム源泉所得が税務当局によって判断される可能性が
あります。

i. 過少申告のペナルティ: 過少申告額の
20%(税務調査で判明した場合)。

ii. 延滞利息:未払いの納税義務の0.03%/日。

iii. 納税申告書の提出が遅れた場合の行政罰:
遅延日数に応じて、5〜2,500万ドン(組織
の場合)および2.5〜1,250万ドン(個人の場
合)の範囲。

iv. 脱税: 01日以上非申告および申告遅延に対
する未払いの納税義務の90倍。

v. 刑法違反の可能性:税務総局(GDT)による
2023年2月27日付のOfficial Letter (OL) no. 
560/TCT-PCおよび2023年12月21日付のNo. 
5852/TCT-PCのガイダンスに基づき、税務

行政法によって課される上記の罰則およ
び利益とは別に、脱税は刑法上の犯罪行
為の違反にエスカレートする可能性さえ
あります税負担額が1億ドンからの場合。

したがって、税務当局は、規制に従って
刑事訴訟を実施するために、事件を所轄
官庁に移管することを検討する場合があ
ります。
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扶養家族の適格性審査

確定申告書の提出・納付事務

納税申告書の提出 納税

• 個人の納税申告書のオンライン提出が推奨され

ています。オンライン税務アカウントは、個人

の携帯電話番号を使用して登録する必要があり

ます

• 各国の慣行に応じて、税務当局はオンラインと

ハードコピーの両方の提出を受け入れるか、オ

ンライン提出のみを許可するかのいずれかです。

企業/個人は、現地の税務当局に相談することを

お勧めします。

• 2023年 4月 24日、GDTは OL no. 1483/TCT-KKを
発行し、支払可能な金額の ID を使用した納税の
ガイダンスを提供しました。

• このIDは、税務システムが納税申告書受理通知

を発行する際に、オンライン納税申告書の提出
時に提供されます。したがって、納税者は、納
税時に説明にそのようなIDを表示することをお
勧めします。

• 企業がこの納付方法を適用する場合、納税申告
書の提出時期をうまく管理し、タイムリーに納
税できるようにシステムでIDを発行する必要が
あります。

• 年度中の暫定的な納税申告を総合的に確認して、次のことを確認します。

✓ 適切な税制上の取り扱いと個人のための所得パッケージの申告、特に給与から支払われる現物給付
項目。

✓ その年の全外国人従業員の税務コンプライアンス状況を再検討し、会社の源泉徴収義務に関連する
個人所得税(PIT)が履行されていることを確認する。

✓ 従業員の扶養家族の正しい登録と申請、および十分な補足書類の記録。

• 誤った申告が見つかった場合は、最終的な確定申告を要約して反映する前に、適切な是正措置(対応す
る月/四半期の修正)を講じます。

• 納税申告書の提出と納税期限までに確実に納税するために必要な税務管理(オンライン税務アカウント
の登録など)を行います 。

デロイトのおすすめポイント

条件を確認して、必
要に応じて従属請求
を調整します。

条件

• 登録のタイミングを確認します。
✓ 仮申告の場合:登録の成功からの控除(つ

まり、扶養税コードがリリースされたと
き)。

✓ 確定の場合:登録月からの控除。
• 被扶養者登録期限:親子である被扶養者の確
定期限前他の種類の扶養家族の場合は12月
31日まで。

登録のタイミング

扶養家族の種類に応じ
て、書類(出生証明書、

戸籍簿、収入確認書な
ど)を会社が完全に記録

し、維持する必要があ
ります。

補足資料
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